
 
 
 
 
 
 

 

 

 

妊婦、特に妊娠初期の女性が風しんにかかると、生まれてくる赤ちゃんが先天性風しん症候群という耳が聞

こえにくい、目が見えにくい、生まれつき心臓に病気があるなどという病気にかかってしまうことがありま

す。予防のため、風しんの抗体を有していない妊娠を希望する女性等に対し、風しん予防接種にかかる費用

を補助します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象者 

●接種日に三原市に住所を有する人 

●風しん抗体検査を行い、基準値に満たなかった人（検査結果が必要です） 

　【基準値とは】 

　　ＨＩ法による検査で抗体価が基準の 16 倍以下と判定された人 

　　その他の方法による検査はこれに準ずる人 

●次の（１）～（３）のいずれかに該当する人 

（１）妊娠を希望する女性で風しん抗体価が低い人 

（２）（１）と同居の家族（配偶者など） 

（３）風しんの抗体価が低い妊婦と同居する家族（配偶者など） 

補助回数 

１人１回に限ります 

補助方法 

医療機関の窓口で接種費用を全額支払った後、三原市へ申請してください。 

口座振込による払い戻し（償還払い）を行います。 

接種補助期間 

　令和 8 年４月１日～令和 9 年 3 月３１日まで 

　　令和 9 年３月３１日までに申請してください。 

必要書類 

●三原市風しん予防接種費補助金交付申請書兼実績報告書（様式第１号） 

●風しん抗体検査結果の写し 

※ご家族の場合は妊婦若しくは妊娠を希望されている女性の検査結果も必要です 

（受検者名、検査年月日、検査の種類、検査結果【抗体価】が確認できるもの） 

●風しん予防接種に係る領収書 

●振込先口座（申請者名義）がわかるもの

【お問い合わせ先・申請窓口】 

三原市保健福祉課　　　　電話　０８４８－６７－６２０５ 

受付時間　月～金曜日　8：30～17：15　※土・日・祝日・年末年始は受付できません

 

 

 

 

三原市は妊娠を希望している人などへの 

風しん予防接種費用 

を補助します


